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顧問弁護士のご案内 （オンライン対応）セミナー講師派遣のご案内

取り扱い業務のご案内

　企業活動において生じる人事労務や取引先とのトラブル、経営拡大・新規事業
によって生ずる新たなリスク。弁護士法人リーガルプラスは、「適正な価格」で社
内事情・業界をよく知る弁護士が、スピーディーに対応いたします。

【対応業種】介護・医療機関、保険代理業、飲食業、販売業、IT関連業、建築・
内装業、製造業　など

　リーガルプラスでは、交通事故、労災事故、相続トラブル、離婚、借金問題、企業
法務などの法律問題について、各地域で対応しています。まずはお気軽に、お近く
の事務所へご相談ください。

　リーガルプラスでは、ご希望に沿ったテーマでの社内セ
ミナーや、勉強会の講師派遣を承っております。
　近年、法令遵守の徹底や、それに伴うガバナンスの強
化、ハラスメントの予防・体制作りといった点に意識を持
たれる企業も多くなってきました。企業が抱えるさまざま
な問題について、弁護士が社内セミナーの講師として、研修を通じてコンプライア
ンス意識の向上や、労務管理のレベルアップを支援します。

【受付】 
TEL：03-6265-1686（平日 9：30〜18：00）

E-mail:mail@bengoshi-lp.com
講演研修テーマ・費用などお気軽にお問い合わせください。

【市川法律事務所】 
TEL：047-712-5100

【東京法律事務所】 
TEL：03-6265-1817

【千葉法律事務所】 
TEL：043-301-6761

【船橋法律事務所】 
TEL：047-407-4680

【成田法律事務所】 
TEL：0476-20-3031

【津田沼法律事務所】 
TEL：047-409-6371

【かしま法律事務所】 
TEL：0299-85-3350

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

労働法に関する近時の重要判例解説
２０２１年１０月の千葉経協労働法フォーラムにおいて「労働法

に関する近時の厳選重要判例の検討」の解説を致しました。
本Ｑ＆Ａではその内容の重要ポイントをお伝えします。

国際自動車事件第２次上告審（最高裁令和２年３月３０日判決）
があります。タクシー運転手の歩合給の計算にあたって控除される
割増金の支払いについて、割増賃金の支払いがあったとは認めら
れない、とされた判例です。
割増金に関し、同社では、割増金の額がそのまま歩合給の減額

につながるという仕組みを採用していました。
最高裁は、このような仕組みは揚高を得るに当たり生ずる割増

賃金を経費とし、その全額をタクシー乗務員に負担させているに
等しいと判断し、割増金の額がそのまま歩合給の減額につながる
という仕組み自体が、労基法３７条の趣旨（時間外労働等の抑制及
び労働者への補償を図る）に反すると判断しました。

大阪医科薬科大学事件判決（最高裁令和２年１０月１３日判決）
があります。
無期雇用の正職員と有期雇用であるアルバイト職員との待遇差

（特に、「賞与」の支給有無）について、不合理な待遇差として労働
契約法２０条に違反するかどうかが争点となった訴訟です。
最高裁は、①賞与の性質、②職員の職務内容や責任、③配置転

換の範囲、④登用制度等その他の事情について詳細な検討を行っ
た上で、結論として、同大学で有期雇用のアルバイト職員に対して
賞与を支給しないことについては不合理な待遇差にはあたらず、労
働契約法２０条には違反しない、という判断を示しました。
もっとも、賞与の性質、無期雇用の社員と有期雇用のアルバイト

の職務内容や責任の差、配置転換の範囲などは、企業によって異
なるものです。
本判決は、どのような企業でも有期雇用のアルバイト労働者に

対する賞与の一律不支給を合法と判断したものではないことに注
意が必要です。複雑な割増賃金制度の作成をした場合、判別可能性という観

点から裁判所の納得を得ることは困難になっていくと考えられま
す。
歩合の構成などについて複雑な制度を基に賃金を抑制しても、

従業員が「残業代の支払いを受けていない」として、訴訟などの法
的紛争が起きるリスクが残ります。
訴訟になってしまった場合、企業が複雑な賃金制度や手当の設

計について裁判官に熱心に説明しても、「実質的に見れば労基法
３７条の趣旨と適合しない」「時間外の割増賃金の支払いがされて
いない」と認定されて敗訴すれば、基礎賃金の上昇や追加の多額
の割増賃金の支払いなどの大きな損失が企業には発生します。

残業代・割増賃金に関する近時の重要判例には、どのよ
うなものがありますか？ 同一労働同一賃金について、重要な判例はありますか？

国際自動車事件第２次上告審をふまえると、運送会社等
では、時間外の割増賃金制度についてどのように制度設
計をすれば良いのでしょうか？
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社員への手当等を割増賃金・残業代の支払いと構成する場合、
時間外労働時間との連動範囲が明確になる定額制（みなし残業）
や、時間外労働の対価としての性格を有していることを賃金規程等
に明記した役職手当の導入などの工夫は不可欠です。

【東京法律事務所】
代表弁護士：谷　靖介（たに  やすゆき）

東京弁護士会所属。明治大学法学部卒業後、2002年(旧)司法
試験合格。2004年弁護士登録(司法修習57期)。リーガルプラス
の代表として複数の法律事務所を経営しつつ、弁護士としては
主に中小企業の法務労働問題、相続紛争業務を担当する。千
葉県経営者協会労働法フォーラム、弁護士ドットコム（法律事

務所運営）などの講師を務める。また、日本経済新聞、ＮＨＫ、テレビ朝日等のメディア
取材や日経ヘルスケア、医療介護専門誌への寄稿も多数。趣味は読書、旅行。

プロフィール



1月26日、リーガルプラスの全弁護士とスタッフがオンライン上で集まり、2022年
経営計画発表会が行われました。発表会はリーガルプラスのメンバーが昨年を振り
返り、今年の活動目標を改めて認識することで組織としての成長を目的としていま
す。
コロナ渦のため昨年に引き続きオンライン開催となりましたが、会の前半は代表

の谷からリーガルプラスの経営理念・活動方針、2021年の総括及び2022年の経営
目標が発表され、各弁護士からは本年の目標発表がなされました。
また会の後半では表彰式を行い、弁護士の活動実績に基づく表彰の他、5年・10

年・15年勤務者を対象とした永年勤続表彰をし、今回は総勢10名のメンバーが永年
勤続での表彰となりました。
来年はリアルの場で一堂に会して、発表会と懇親会ができることを祈念しつつ、本

年の目標をもとに業務に励んでまいります。

経営発表会報告

交通事故解決事例「歩行者と自転車の交通事故で後遺障害１２級で示談した事例」

ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

１　はじめに
近年、環境保全や新型コロナウイルス対策の観点から自転車

の利用が増加している中、自転車が加害者側となる交通事故が
起きています。死亡事故や重い後遺障害が残る事故も起きてい
るにもかかわらず、自転車保険が普及しておらず、自転車事故の
被害者救済が社会問題となっています。
そこで今回は、私が担当した自転車と歩行者の事故について

解説したいと思います。

２　事案の概要
依頼者は７０代女性であり、息子さんが代理相談でいらっ

しゃいました。
事故の概要は、依頼者が横断歩道を青信号で渡っていたとこ

ろ、後ろを相手方運転の自転車が通過しようとして、依頼者の背
負っていたリュックサックと相手方自転車のハンドルが接触し、
依頼者が転倒して左手首骨折などのけがを負ったというもので
す。相談当時まだ治療中でしたが、相手方とどう交渉するか、損
害賠償を支払ってもらえるかについてご不安であるとのことで
した。
本件は自転車事故であり相手方が使用できる保険に入ってい

ない可能性があること、相手方の資力が不明であるため損害賠
償額を回収できない可能性があるリスクを説明の上、示談交渉
で受任しました。

３　受任から症状固定まで
受任後、早速相手方本人に介入通知を送付しました。そうした

ところ、今回の事故は相手方（建築系の自営業者）が仕事先に行
く途中での事故であるということで相手方加入の建設業総合保
険が使用できるということが判明し、保険会社を通じて相手方
にも代理人弁護士が就任しました。
その後は相手方代理人に対し随時治療状況の報告を行い、事

故から９カ月（入院１カ月、通院８カ月）で治療を終了し症状固
定となりました。

【市川法律事務所】 
TEL：047-712-5100

【東京法律事務所】 
TEL：03-6265-1817

【千葉法律事務所】 
TEL：043-301-6761

【船橋法律事務所】 
TEL：047-407-4680

【成田法律事務所】 
TEL：0476-20-3031

【津田沼法律事務所】 
TEL：047-409-6371

【かしま法律事務所】 
TEL：0299-85-3350

４　症状固定後の後遺障害認定
自転車事故の場合、自動車事故であるような事前認定や被害

者請求での後遺障害認定手続がなく、後遺障害の存在・程度を
被害者自身が主張立証しなくてはなりません。
そこで主治医に後遺障害診断書を作成してもらい検討したと

ころ、左手首の可動域が右手首の４分の３以下に制限されてお
り、自賠責後遺障害等級１２級６号「１上肢の３大関節中の１関
節の機能に障害を残すもの」に相当すると判断しましたので、そ
の旨の意見書と損害額案を作成し、相手方代理人宛提示しまし
た。

５　交渉と示談
その後相手方代理人との交渉の結果、裁判外での交渉であ

ることや早期解決の観点などから、入通院慰謝料・後遺障害慰
謝料を訴訟基準の９割とすること、その他の損害費目について
は当方の主張通りとして、相手方が依頼者に対し既払額を除き
４００万円を支払う内容で示談が成立しました。

６　おわりに（自転車保険の重要性）
自転車事故の場合、依頼者側と相手方側を問わず、自転車保

険その他自転車事故で使用できる保険ないし特約がないかを確
認することが必要不可欠となります。自転車保険に加入すること
で、事故対応の安心感が格段に高まります。事業で自転車を使
用する際は，自転車保険はもはや必須といえるでしょう。
今回の案件は、自転車保険の重要性を痛感する一件となりま

した。

【東京法律事務所】
所属弁護士：若松　俊樹（わかまつ　としき）

東京大学法学部卒業、慶應義塾大学大学院法務研究科修了
後、弁護士登録以降東京で３年半、茨城県水戸市で６年半強
ほど一般民事や企業法務などの分野で執務。現在は東京事
務所で活動。趣味は読書や音楽鑑賞、好きな言葉は「鬼手仏

心」、「神は細部に宿る」。

プロフィール


